
安平町子ども・子育て会議について（設置根拠：安平町子ども・子育て会議条例）

１　子ども・子育て会議
(1)役割
子ども・子育て支援法に定める事務や子ども・子育てに関する町の施策について、町長・教育委員会の諮問に応じ調査審議し、答申する。
①認定こども園、幼稚園、保育所、家庭的保育、小規模保育、居宅訪問型保育、事業所内保育の定員の設定について
②安平町子ども・子育て支援事業計画の策定、変更、実施状況の点検・評価について
③町における子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関し必要な事項及び当該施策の実施状況について
(2)組織
①委　員：15人以内　委員名簿　別紙のとおり
②任　期：2年（平成２７年８月～平成２８年７月）
③役　職：委員長、副委員長（各1名）
④事務局：教育委員会事務局

　２　子育て支援部会
(1)役割
①認定こども園・保育所・幼稚園等の利用定員、提供体制の確保の内容及び実施時期等の検討
②地域子育て支援事業、妊婦検診、一時預かり、放課後児童クラブ等の事業量、提供体制の確保の内容及び実施時期等の検討
③町の子ども・子育て支援に関する各種計画の実施状況の調査及び評価の検討（安平町子ども・子育て支援事業計画含む）
(2)組織
①委　員：人数の定めなし　委員名簿　別紙のとおり
②任　期：2年（平成２７年８月～平成２８年７月）
③役　職：部会長、副部会長
④事務局：教育委員会事務局子育て支援グループ

　３　青少年部会
(1)役割
①青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の樹立につき必要な重要事項を調査審議
②青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の適切な実施を期するために必要な関係行政機関相互の連絡調整
③町の子ども・子育て支援に関する各種計画の実施状況の調査及び評価の検討（安平町子ども・子育て支援事業計画含む）
(2)組織
①委　員：人数の定めなし　委員名簿　別紙のとおり
②任　期：2年（平成２７年８月～平成２８年７月）
③役　職：部会長、副部会長
④事務局：教育委員会事務局社会教育グループ
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